
議案第８０号 

 

 

議決の変更について 

 

 令和３年９月８日議決された松前町過疎地域持続的発展市町村計画を次のよ

うに変更するものとする。 

 

令和３年１２月１３日提出 

 

                        松前町長 石 山 英 雄   

 



 



頁・行

34

　 事業計画　（令和３年度～７年度）

事業内容 事業主体 備考

除雪車購入事業 松前町

事業名（施設名）

（８）道路整備機械等

松前町過疎地域持続的発展市町村計画（変更）

変更前 変更後

４　交通施設の整備、交通手段の確保 ４　交通施設の整備、交通手段の確保



 



事　業　内　容 事業主体 そ の 他 備　　考

過疎債 特定財源

（８）道路整備機械等 除雪車購入事業 松前町 21,490 20,600 20,600 890 事業追加

17,082,240 5,883,810 2,983,817 3,803,000 2,722,000 2,413,922 1,997,691

　今回の変更は、知事との事前協議が必要な『市町村計画全体に及ぼす影響が大きいもの（「事業名（施設名）」の追加）』であり、市町村議会の議決を必要
とするものである。
　※「除雪車購入事業」の追加により、「事業名（施設名）」に「（８）道路整備機械等」を追加するため。

一般財源

４　交通施設
　の整備、交
　通手段の確
　保

過疎計画全体　合計（変更後）

（参考資料）

松前町過疎地域持続的発展市町村計画 事業計画（変更事業分）

（単位　千円）

持続的発展
施策区分

事　業　名
（施 設 名）

概算事業費
（見込み）

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国　庫
支出金

道支出金 地方債


